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はじめに 

 

近年、外国人市民の増加に伴い、総務省「多文化共生の推進に関する研究会」をはじめ、

政府省庁や経済団体が主宰する研究会等から多文化共生にかかる調査の結果や提言等が相

次いで発表されています。 

富田林市においても、現在は約 1,000 人の外国籍市民（これはこの 20 年間で外国籍市民

が約８割増加したことを意味する）と、多数の外国にルーツをもつ市民が居住しておられ、

また、そうした市民の多国籍化・永住化が進む中で、さまざまな課題に対応していくため

に、本年７月に「多文化共生指針検討委員会」が設置されました。 

 本委員会では、まず、富田林市において市や市民公益活動団体によって実施されてきた、

多文化共生にかかる諸事業を学ぶことから検討を開始し、同時に、他市町村の多文化共生

の取組に学びながら、委員会の会議を重ねてまいりました。そして、本年 12 月に提言書の

作成を完了しました。 

この提言書の特徴の一つは、外国人市民の集住地域ではないものの、朝鮮半島や台湾な

ど旧植民地出身者やその家族の割合が多いこと、最近のグローバル化によって新しく移住

してきた外国人市民が増えてきたこと、市と市民公益活動団体の連携・協働による事業展

開が活発であることなど、この 12 万人都市の地域特性を反映した内容を心がけている点に

あります。 

また、この提言書は、「人権の実現を理念とした市民参加」を中心とする『第４次富田林

市総合計画』の具体化として指針を位置づけることなど、指針の基本的な性質や目標を確

認していることも、その特徴となっています。 

提言書作成にあたっては、田村太郎氏（多文化共生センター大阪 代表理事）に国や他

自治体の多文化共生施策の動向や課題について、金光敏氏（コリア NGO センター 事務局

長）に在日コリアンが行ってきた運動から見た多文化共生ニーズについてご講演をいただ

きました。また、視察に訪れた滋賀県近江八幡市では、多文化共生保育の実践を見せてい

ただいたり、本委員会同様、指針への提言を作成されている多文化共生推進懇話会を訪問

したりし、意見交換をさせていただきました。そのほか、多くの方にご協力をいただき、

委員を代表して、ここに心からお礼を申し上げます。 

富田林は古来より渡来人が数多く住む国際交流都市であります。現代の富田林市が、そ

の歴史を受け継ぎ、さらに多文化共生都市として魅力ある発展を遂げるために策定される

指針において、この提言書が行った分析と提示した考え方が一定の貢献をなすよう願って

います。 

 

多文化共生指針検討委員会 

委員長   岡島 克樹 
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